
Ｐ１Ａレベル 
 

施設等について満たすべき事項 

拡散防止措置の内容 ✓ 

１ 通常の動物の飼育室としての構造及び設備を有すること。  

２ 

実験室の出入口、窓その他の動物である遺伝子組換え生物等及び遺伝子組換え生物等を保

有している動物（以下「組換え動物等」という。）の逃亡の経路となる箇所に、当該組換

え動物等の習性に応じた逃亡の防止のための設備、機器又は器具が設けられていること。

 

３ 

組換え動物等のふん尿等の中に遺伝子組換え生物等が含まれる場合には、当該ふん尿等を

回収するために必要な設備、機器若しくは器具が設けられていること、又は実験室の床が

当該ふん尿等を回収することができる構造であること。 

 

 

 

遺伝子組換え実験の実施に当たり遵守すべき事項 

拡散防止措置の内容 ✓ 

１ 
遺伝子組換え生物等を含む廃棄物（廃液を含む。）については、廃棄の前に遺伝子組換え

生物等を不活化するための措置を講ずること。 
 

２ 

遺伝子組換え生物等が付着した設備、機器及び器具については、廃棄又は再使用（あらか

じめ洗浄を行う場合にあっては、当該洗浄。）の前に遺伝子組換え生物等を不活化するた

めの措置を講ずること。 

 

３ 
実験台については、実験を行った日における実験の終了後、及び遺伝子組換え生物等が付

着したときは直ちに、遺伝子組換え生物等を不活化するための措置を講ずること。 
 

４ 実験室の扉については、閉じておくこと（実験室に出入りするときを除く。）。  

５ 
実験室の窓等については、昆虫等の侵入を防ぐため、閉じておく等の必要な措置を講ずる

こと。 
 

６ すべての操作において、エアロゾルの発生を最小限にとどめること。  

７ 
遺伝子組換え生物等が付着し、又は感染することを防止するため、遺伝子組換え生物等の

取扱い後における手洗い等必要な措置を講ずること。 
 

８ 実験の内容を知らない者が、みだりに実験室に立ち入らないための措置を講ずること。  

９ 

実験室以外の場所で遺伝子組換え生物等を不活化するための措置を講じようとするとき

など、実験の過程において組換え動物等を実験室から持ち出すときは、遺伝子組換え生物

等の逃亡や、拡散が起こらない構造の容器に入れること。 

 

10 
組換え動物等を、移入した組換え核酸の種類又は保有している遺伝子組換え生物等の種類

ごとに識別することができる措置を講ずること。 
 

11 実験室の入口に、「組換え動物等飼育中」と表示すること。  

 


